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高速道路営業規則 

 

第１章 総則 

 

（目的及び適用範囲） 

第１条 この規則は、道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号。以下「法」といいま

す。）第２４条第１項の規定に基づき、東日本高速道路株式会社（以下「当社」といい

ます。）が徴収する高速道路（高速道路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第２条

第２項に規定する高速道路をいいます。以下同じです。）の料金（当社が管理する高速

道路及び法に定める他の会社、地方道路公社その他の有料施設の管理者（以下「他の

会社等」といいます。）が管理する高速道路、有料道路又は有料施設の相互の通行又は

利用で料金を通算又は合算して計算する場合は、当該通算又は合算した料金とします。）

の支払い、料金の徴収施設及びその付近における車両の通行の方法、供用約款（法第

６条第１項に規定する供用約款をいいます。以下同じです。）の実施その他料金の収受

に必要な事項を定めるものです。 

２ この規則は、高速道路を通行し、若しくは利用する車両（道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第２条第５項に規定する車両をいいます。以下同じです。）の運転者 （以

下「運転者」といいます。）又は通行し、若しくは利用する者（運転者を除きます。）

（以下「利用者」と総称します。）の利便の確保及び料金の徴収における適正かつ効率

的な取扱いを図ることを目的とします。 

３ 利用者は、高速道路の通行、又は利用にあたり、この規則に定める事項を承認し、

かつ、これに同意したものとします。 

４ 当社は、法第２４条第１項の規定に基づき、高速道路を通行し、又は利用する車両

の使用者（車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者をいいます。ただし、

運転者を除きます。以下「使用者」といいます。）に対し、料金（第１８条第１項に定

める未納金、第１９条第２項に定める督促手数料、同条第３項に定める延滞金、第２

５条の２第３項に定める後日支払い料金及び法第２６条に定める割増金（以下「割増

金」といいます。）も含みます。）の支払いを求めることができます。ただし、当該使

用者に対する請求により運転者は支払い義務を免れるものではありません。 

 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法及び供用約款において定めるものによるほ

か、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによります。 

一 高速道路等 高速道路及び高速道路と接続する他の会社等が管理する有料道路その

他の有料の車両通行施設をいいます。 
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二 インターチェンジ等 当社又は他の会社等が高速道路等に進入又は高速道路から

退出することを認めた高速道路に連結する施設をいいます。 

三 ＥＴＣシステム 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱

いに関する省令（平成１１年建設省令第３８号。以下「省令」といいます。）に基づく

有料道路自動料金収受システムをいいます。 

四 ＥＴＣ専用のインターチェンジ等 道路整備特別措置法施行規則（昭和３１年建

設省令第１８号。以下「施行規則」といいます。）第１３条第２項第３号に規定する

ＥＴＣ通行車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインター

チェンジ等（スマートインターチェンジは除きます。）をいいます。 

五 通行券 進入したインターチェンジ等を証するため、当社又は他の会社等が交付

する入口通行券、入口証明券及び出口指定券をいいます。 

六 料金徴収施設 通行券の交付、料金の徴収又は通行券の検札を行うために設置さ

れた施設をいいます。 

七 料金所事務室 料金徴収施設の事務を整理、統括する事務室をいいます。 

八 料金所 料金徴収施設及び料金所事務室の総称をいいます。 

九 料金収受 当社の係員（当社の委託に基づき、高速道路の業務に従事する者を含み

ます。以下同じです。）が料金徴収施設で通行券の交付、通行券の検札及び現金その

他の支払方法による利用者からの高速道路等の料金の徴収を行う事務（施行規則第１

３条第２項第２号に規定する料金収受機等（以下「料金収受機等」といいます。）に

よる場合も含みます。）をいいます。 

十 入口料金徴収施設 料金徴収施設のうち、利用する高速道路等又は高速道路等の

区間の始点側において、通行券を交付する施設をいいます。 

十一 出口料金徴収施設 料金徴収施設のうち、利用する高速道路等又は高速道路等

の区間の終点側において、料金の徴収を行う施設をいいます。 

十二 検札料金徴収施設 料金徴収施設のうち、通行券の検札を行う施設をいいます。 

十三 ＥＴＣ専用料金徴収施設 料金徴収施設のうち、ＥＴＣ専用のインターチェン

ジ等に設置している料金の徴収を行う施設をいいます。 

十四 サポート車線 ＥＴＣ専用料金徴収施設のうち、車線表示板に「サポート」の表

示がある車線（施行規則第１３条第２項第２号に規定する一般専用機械式施設又は同

項第４号に規定する特定措置専用施設）又は「ＥＴＣ／サポート」の表示がある車線

（同項第６号に規定するＥＴＣ・一般共通機械式施設又は同項第７号に規定するＥＴ

Ｃ・特定措置共通施設）をいいます。 

十五 ＥＴＣ専用車線 料金徴収施設のうち車線表示板に「ＥＴＣ」又は「ＥＴＣ専用」

の表示がある車線（施行規則第１３条第２項第３号に規定するＥＴＣ専用施設）をい

います。 

十六 料金精算機 料金収受機等のうち料金の収受を行うものをいいます。 
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十七 入口発券方式 入口料金徴収施設で通行券を交付し、当該通行券の情報に基づ

き、出口料金徴収施設で料金を支払う料金収受の方式をいいます。 

十八 単純支払方式 高速道路の一定の区間に設定した料金を一の料金徴収施設で支

払う料金収受の方式をいいます。 

十九 一括支払方式 当社が管理する高速道路及びこれと接続する他の会社等が管理

する高速道路等の料金の支払いを一の入口発券方式の出口料金徴収施設で一括して

行う料金収受の方式をいいます。 

二十 合併支払方式 当社が管理する高速道路及びこれと接続する他の会社等が管理

する高速道路の料金の支払い又は料金の支払い及び通行券の交付を当該接続地点等

に設ける料金徴収施設において一括して行う料金収受の方式をいいます。 

二十一 車種区分証明書 車両の料金車種区分を証するため、当社又は他の会社等が交

付する証明書をいいます。 

二十二 ＥＴＣマーク 当社が定める「ＥＴＣ」の文字が表示されたマークをいいます。 

二十三 ＥＴＣカード 当社が契約したＥＴＣカード発行者又は当社及び当社と提携

する会社等が発行する券面にＥＴＣマークの表示があるＥＴＣカードをいいます。 

二十四 通行証 当社が指定する料金徴収施設にて料金を徴収したことを証するため

交付するものをいいます。 

 

（料金の額、徴収期間） 

第３条 当社は、料金所事務室において、法第２５条第１項に規定する方法により公告

された高速道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面又は記録した電磁的記録

を備え付け、当社が指定する時間内に利用者の閲覧に供します。 

 

（適正な料金収受に必要な事項の請求） 

第４条 当社は、適正な料金収受を行うため、利用する範囲を示して、当社が定める所

定の様式に利用者の住所、氏名その他必要な事項の記入を請求することがあります。 

２ 前項において、次の各号に該当する場合は、当社が収集した情報に基づき、適正と

判断する額の料金を適用して請求します。 

一 所定の様式に必要な事項の全部又は一部が記入されていない場合 

二 所定の様式に記入された内容が事実と異なる場合 

 

（消費税） 

第５条 高速道路の料金は、当社が特に明示した場合を除いて、消費税法（昭和６３年

法律第１０８号）の定める消費税相当額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とします。 

２ 消費税及び地方消費税が免除される場合の高速道路の料金は、供用約款第２条に定
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める額に１１０分の１００を乗じ、１０円未満の端数を１０円単位に切り上げた額と

します。 

 

（期間の計算方法） 

第６条 期間の計算をする場合においては、その初日は、別段の定めがない限り、時間

の長短にかかわらず１日として計算し、末日の終了をもってその満了日とします。 

 

（料金車種区分の判別） 

第７条 当社の係員は、必要に応じ、利用者に通行車両の規格、車両登録番号その他料

金収受に必要な事項を質問することがあります。 

２ 当社の係員は、必要に応じ、利用者に車両検査証等車両の規格の確認に必要な証書

の提示又は乗車装置、積載装置等の確認を求めることがあります。 

３ 当社は、料金徴収施設における円滑な支払いに資するため、利用者の求めに応じて、

利用者に使用する車両の車種区分証明書を交付します。 

４ 利用者は、料金の支払いの都度、前項の規定に基づき交付を受けた車種区分証明書

を車両のダッシュボードの上など当社の係員が外部から見やすい位置に掲出しなけれ

ばなりません。 

５ 車種区分証明書の有効期間が満了した場合及び車種区分証明書の記載事項が変更さ

れた場合は、当該車種区分証明書は無効となります。引き続き車種区分証明書が必要

な場合、利用者は、当社に無効となった車種区分証明書を返却して、車種区分証明書

の更新又は新たな車種区分証明書の交付を受けなくてはなりません。 

 

 

第２章 料金徴収施設での支払等 

 

第１節 通則 

 

（料金徴収施設等の通行に際しての安全義務） 

第８条 運転者は、料金徴収施設及びその付近を通行するときは、次の各号に定める事

項を守らなければなりません。 

一 当社が進入を指定した車線毎に一列に並び、他の通行車両と並進しないこと 

二 前車の追い抜きや割り込みをしないこと 

三 当社の係員の緊急の指示等によって安全に停止できる速度を超過しないこと 

四 前車と十分な車間距離を保持すること 

五 開閉棒が作動している場合は、当該開閉棒に衝突しないように通行すること 
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（ＥＴＣシステムによる利用の方法） 

第９条 ＥＴＣシステムを利用する運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、

法第２４条第４項の規定により当社が公衆の閲覧に供した通行方法（以下「通行方法」

といいます。）に従い通行し、及び省令に基づくＥＴＣシステム利用規程（以下「ＥＴ

Ｃシステム利用規程」といいます。）の定めに従い利用しなければなりません。 

２ ＥＴＣシステムを利用する運転者は、前項に定めるもののほか、次の各号に定める

事項を守らなければなりません。 

一 運転を中断している間を除き、高速道路への進入から退出までの間、同一のＥＴ

Ｃカードを同一の車載器（省令第４条第１項第１号の車載器をいいます。）に挿入し、

ＥＴＣシステムが利用可能な状態を保つこと 

二 料金徴収施設以外の箇所において「ＥＴＣ」の表示があるＥＴＣ通信施設の設置

箇所付近を通行する際は、標識その他の方法による表示に従い、かつ、同一車線内で

の並走及び追い抜き並びに路肩走行を行わないこと 

３ 当社は、料金徴収施設以外の箇所において「ＥＴＣ」の表示があるＥＴＣ通信施設

との通信を要する区間を通行したＥＴＣシステムの利用者に対し、当該区間の通行記

録の全部又は一部がＥＴＣシステムにないときは、第３３条に定めるものを除き、利

用可能な経路のうち、最も高額となる料金を適用します。 

 

（ＥＴＣシステムを利用しない者の利用の方法） 

第１０条 ＥＴＣシステムを利用しない運転者は、料金徴収施設のうち、車線表示板に

「一般」の表示がある車線（施行規則第１３条第２項第１号に規定する一般専用有人

施設又は同項第２号に規定する一般専用機械式施設）又は「ＥＴＣ／一般」表示があ

る車線（同項第５号に規定するＥＴＣ・一般共通有人施設又は同項第６号に規定する

ＥＴＣ・一般共通機械式施設）において、通行方法に従い通行し、本章第二節から第

四節までに定めるところにより料金を支払わなければなりません。 

２ ＥＴＣシステムを利用しない運転者は、誤ってＥＴＣ専用車線又はスマートインタ

ーチェンジの料金徴収施設に進入した場合は、開閉棒の手前で停止して当社の係員の

指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしない

でください。 

３ ＥＴＣシステムを利用しない運転者は、誤ってＥＴＣ専用のインターチェンジ等か

ら進入又は退出しようとした場合は、サポート車線に進入するものとし、開閉棒が設

置されている場合は開閉棒の手前で、開閉棒が設置されていない場合は料金収受機等

の横で停止して、当社の係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出

たり前進又は後退したりしないでください。 

 

 （利用の制限） 
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第１１条 インターチェンジ等を利用できる車両が制限されている場合は、制限された

車両は当該インターチェンジ等を利用することはできません。 

２ インターチェンジ等を利用できる時間帯が制限されている場合は、制限された時間

帯は、当該インターチェンジ等を利用することができません。 

 

第２節 入口発券方式の高速道路における料金の支払い 

 

（入口料金徴収施設における通行券の受け取り） 

第１２条 入口発券方式の高速道路に進入するときは、利用者は入口料金徴収施設にお

いて、当社が交付する通行券を受け取らなくてはなりません。 

２ 前項において、当社が何らかの事情により通行券を交付できない場合は、利用者は

当社の係員の指示に従うものとします。 

３ 利用者の申し出により退出を予定しているインターチェンジ等を確認して出口指定

券を交付し、又は退出を予定しているインターチェンジ等までの料金を収受して入口

証明券を交付する入口料金徴収施設においては、利用者は、当社の係員に対し所定の

申し出を行い、又は当社の係員に料金の支払いを行った上で当社が交付する通行券を

受け取らなくてはなりません。 

４ 通行券は、交付を受けた車両による当該交付を受けた通行１回に限り有効です。 

５ 利用者は、交付された通行券を濡らし、折り曲げ、汚損し、書き込みをし、磁気に近

づける等の行為を行ってはなりません。 

６ 利用者は、供用約款第４条の規定に基づき、通行の間、出口料金徴収施設において

回収されるまで通行券を所持しなければなりません。 

７ 利用者は、通行券を他人に譲渡、貸与等してはなりません。 

８ 利用者は、当社の係員から通行券の提示又は提出の請求があった場合は、いつでも

その請求に従わなければなりません。 

９ 利用者は、所持する通行券が効力を失い、又は不要となった場合は、当該通行券を

当社の係員に返却しなければなりません。 

 

（出口料金徴収施設における料金の支払い） 

第１３条 入口発券方式の高速道路から退出するときは、利用者は、出口料金徴収施設

において、前条第１項の規定に基づき入口料金徴収施設で交付を受けた通行券を当社

の係員に提出（料金精算機が設置されている出口料金徴収施設において、通行券を料

金精算機の所定の挿入口へ挿入する場合も含みます。以下本条において同じです。）し、

当該車両に適用される料金を支払わなければなりません。 

２ 当社は、前項において、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合、当該車両

に適用される料金車種区分において、当該出口料金徴収施設から最も高額の料金とな
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るインターチェンジ等から進入したものとして料金を請求します。 

一 通行券を当社の係員に提出しないとき 

二 前条第５項に定める行為をしたため、記載事項が不明となった通行券を当社の係

員に提出したとき 

３ やむを得ない事情で通行券を当社の係員に提出できない利用者又は記載事項が不明

となった通行券を当社の係員に提出した利用者が進入したインターチェンジ等を確認

できる書面の提示等を行い、当社が通行した区間を認定できる場合は、前項にかかわ

らず、当該インターチェンジ等から進入したものとみなした料金を適用します。 

４ 通行券の紛失等により、第２項に定める料金を支払った利用者が、後日、当該通行

券を発見した場合は、当該通行券及び当該支払いに係る領収書又は利用証明書を最寄

りの料金所事務室に提出して、既に支払った料金と当該通行に適用される料金の差額

から所定の手数料を差し引いた金額の返還を請求することができます。ただし、料金

を支払った日の翌日から起算して１年を経過したときは、これを請求することはでき

ません。 

 

第３節 単純支払方式の高速道路における料金の支払い 

 

（料金徴収施設における料金の支払い） 

第１４条 単純支払方式の高速道路を利用するときは、利用者は、料金徴収施設におい

て、当該高速道路の料金を支払わなければなりません。 

２ 前項に定める、当該高速道路の料金を支払った際に、当社から通行証の交付を受け

た場合の通行証の受け取り、提示等については、第１２条第１項、第２項、第４項か

ら第８項まで及び第１３条の規定を準用します。その場合、これらの規定中の「入口

発券方式」を「単純支払方式」に、「通行券」を「通行証」に、「提出」を「提示」に、

第１２条第６項中の「回収されるまで」を「提示するまで」に読み替えるものとしま

す。また、当社から通行証の交付を受け高速道路の料金徴収施設を通行するときは、

利用者は、通行証の記載事項に従い通行しなければなりません。 

 

第４節 検札料金徴収施設における確認 

 

（通行券の提出等） 

第１５条 検札料金徴収施設において、利用者は、入口料金徴収施設で交付を受けた通

行券を当社の係員に提出し、当社の係員が記載事項の確認を行った後に再度受領しな

ければなりません。 

２ 前項において、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合、当社は、出口料金

徴収施設において、当該車両に適用される料金車種区分により、当該検札料金徴収施
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設から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとして料金を請求

します。 

一 利用者が、通行券を当社の係員に提出しないとき 

二 利用者が第１２条第５項に定める行為をしたため、記載事項が不明となった通行

券を当社の係員に提出したとき 

３ やむを得ない事情で通行券を当社の係員に提出できない利用者又は記載事項が不明

となった通行券を当社の係員に提出した利用者が進入したインターチェンジ等を確認

できる書面の提示等を行い、当社が通行した区間を認定できる場合は、前項にかかわ

らず、出口料金徴収施設において、当該インターチェンジ等から進入したものとみな

した料金を適用します。 

４ 通行券の紛失等により、前項に定める新たな通行券の交付を受けて出口料金徴収施

設において前項に定めるインターチェンジ等から出口料金徴収施設までの料金を支払

った利用者が、後日、当該通行券を発見した場合の取扱いは、第１３条第４項の規定

を準用します。 

 

第５節 当社の係員による質問等 

 

（質問の拒否） 

第１６条 供用約款第９条の規定に基づき当社の係員が利用者に車両の確認その他職務

上必要な指示として行った質問に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が

料金を適用するため必要な情報を十分に得られないものであったときは、当社が収集

した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求し、又は法第５条第３項

及び供用約款第６条第１項の規定に基づき高速道路の供用を拒絶します。 

 

（料金所事務室等での取扱い） 

第１７条 第９条から前条までの取扱いにおいて、当社の係員が料金徴収施設で行うこ

とが適当でないと認めた取扱いは、当社の係員の指示により料金所事務室等で行いま

す。 

２ 当社の係員が料金徴収施設から他の場所に車両を移動するよう指示した場合は、当

該指示により車両を移動しなければなりません。 

 

第６節 未納の取扱い 

 

（未納の取扱い） 

第１８条 利用者は、スマートインターチェンジ以外の料金徴収施設において料金の全

部又は一部を支払うことができない場合（第２５条の２第２項の定めにより後日支払
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う場合を除きます。以下「未納」といいます。）は、所定の書面に氏名、自宅の住所及

び電話番号その他の連絡先、運転免許証番号、車両登録番号等を記入し、当社が指定

した納入期限（以下「未納納入期限」といいます。）及び納入方法による支払いを確約

して、後日、未納となった料金（以下「未納金」といいます。）の支払いを行うことが

できます。 

２ 利用者は、前項の取扱いにおいて、当社の係員が所定の書面の記載事項を確認する

ため請求した場合は、車検証、運転免許証等の証明書類の提示又は提出をし、未納と

なった事情に関する質問に答えなければなりません。 

３ 利用者が民法第７１５条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条

の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る未納金の支払いを求めるこ

とがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありま

せん。 

４ 利用者が一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金徴収施設において料金

の一部のみを支払った場合は、当該通行にかかる進入したインターチェンジ等側の高

速道路等の料金から順に支払われたものとして、不足額を未納金として取扱うものと

します。 

 

（支払いの督促） 

第１９条 未納納入期限までに未納金の全部又は一部の支払いがない場合は、当社は、

利用者（使用者及び前条第３項に該当する場合は当該利用者を使用する者を含みます。

以下本条において同じです。）に督促状による督促を行います。 

２ 前項の督促を行った場合は、利用者は、当該督促に係る手数料（以下「督促手数料」

といいます。）を支払わなければなりません。 

３ 第１項の督促時に当社が指定した納入期限（以下「督促納入期限」といいます。）ま

でに支払いがない場合は、利用者は、当該未納金（割増金を徴収する場合は、当該割

増金を含みます。）に対する延滞金（以下「延滞金」といいます。）を支払わなければな

りません。 

４ 督促手数料は、督促に係る郵送代とします。 

５ 延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年１０．

７５％の割合（閏年の日を含む期間についても、３６５日あたりの割合とします。次

項においても同じです。）で計算した額とします。 

６ 前項の定めにかかわらず、利用者が、当社が指定する払込取扱票等（以下「払込取

扱票等」といいます。）により未納金を支払う場合の延滞金は、督促納入期限の翌日か

ら支払いの日の前日までのうち当社が指定する日までの日数について、年１０．７５％

の割合で当社が計算した額とし、当社は、当該延滞金を払込取扱票等に記載するもの

とします。 
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７ 一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金徴収施設における第１項の取扱

いは、前条第１項の取扱いを行った料金徴収施設を所管する当社又は他の会社等が行

います。 

８ 利用者が未納金、割増金、督促手数料及び延滞金の一部を支払った場合は、督促手

数料、延滞金、割増金、未納金の順に支払われたものとして取扱うものとします。 

 

 

第３章 支払手段 

 

（支払手段） 

第２０条 料金徴収施設における高速道路等の料金の支払いは、次条から第２５条の２

までに定めるもののほかは、現金によるものとします。ただし、当社が特に定めた場

合は、当該定めによるものとします。 

 

（クレジットカード） 

第２１条 当社がクレジットカードのブランドマークを掲出した料金徴収施設において

は、券面に当該ブランドマークの表示があるクレジットカードにより高速道路等の料

金を支払うことができます。 

２ 料金徴収施設におけるクレジットカードの取扱方法は、この規則に定めるもののほ

か、当該クレジットカードの発行者（以下本条において「クレジットカード会社」と

いいます。）が定める会員規約等によるものとします。 

３ クレジットカードによる料金の支払いの方法は、クレジットカード会社が定めると

ころによる１回払いの取扱いとします。ただし、クレジットカード会社が、当該カード

会社に申し出てこれと異なる支払い方法による取扱いができる旨の定めをしている場

合は、当該取扱いによることができます。 

４ クレジットカードによる取扱いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を

受けている本人が乗車する車両１台に限り行います。 

５ 料金徴収施設におけるクレジットカードによる取扱いは、原則としてサインを不要

とします。 

６ クレジットカードによる料金の支払いは、料金全額についてのみの取扱いとし、現

金、回数券、他のクレジットカードその他の支払手段との併用はできません。また、

割増金、未納金、督促手数料、延滞金及び第２５条の２第３項に定める後日支払い料

金についてはクレジットカードによる支払いはできません。 

７ 当社は、次の各号に該当する場合は、クレジットカードによる料金支払の取扱いを

停止し、利用者に他の支払手段による支払いを求めることができます。 

一 当該クレジットカードの使用を、クレジットカード会社により停止されている場
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合 

二 当該クレジットカードが有効期間を経過している場合 

三 当該クレジットカードの名義人と異なる者が使用し、又は使用しようとした場合 

四 当該クレジットカードの情報が料金徴収施設に設置された機械で読み取れない場

合 

五 料金徴収施設に設置された機械の故障その他料金収受上の特別な事情が生じた場

合 

六 クレジットカード会社が、当社に料金の全部又は一部を入金しない場合又はその

おそれがある場合 

８ 当社は、前項第１号から第４号まで及び第６号に該当するクレジットカードをクレ

ジットカード会社の依頼により回収する場合があります。 

９ 第７項各号に該当した場合、クレジットカードの使用により受けられる料金割引等

のサービスを受けることはできません。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定め

によるものとします。 

 

（ＥＴＣカード） 

第２２条 第９条によりＥＴＣシステムを利用する場合における料金徴収施設での高速

道路等の料金の支払いは、通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信に

より料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるＥＴＣカードに限

るものとします。 

２ 当社がＥＴＣマークを掲出した料金徴収施設においては、ＥＴＣカードにより高速

道路等の料金を支払うことができます。  

３ 料金徴収施設における当社が契約したＥＴＣカード発行者が発行するＥＴＣカード

の取扱方法は、この規則及びＥＴＣシステム利用規程に定めるもののほか、当該ＥＴ

Ｃカード発行者の定める会員規約等によるものとします。 

４ 前項のＥＴＣカードによる支払方法等については、前条第３項から第９項までの規

定を適用します。その場合、「クレジットカード」を「ＥＴＣカード」に読み替えるも

のとします。 

５ 料金徴収施設における当社及び当社と提携する他の会社等が発行するＥＴＣカード

の取扱方法は、この規則及びＥＴＣシステム利用規程に定めるもののほか、当社及び

当社と提携する他の会社等が定める当該ＥＴＣカードの利用約款等によります。 

 

（回数券） 

第２３条 回数券毎に当社が定める利用約款（以下｢回数券約款｣といいます。）に基づく

道路又は区間において、当該回数券により高速道路等の料金を支払うことができます。 

２ 料金徴収施設における回数券による高速道路等の料金の支払いについては、回数券
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約款により取扱います。 

 

（その他の支払方法） 

第２４条 当社は、利用可能な高速道路等、区間、車種、期間等を指定して前売通行券

を発行、販売する場合があります。前売通行券は、前売通行券毎に、当社が定める利

用約款により取扱います。 

 

 （スマートインターチェンジにおける料金の支払い） 

第２５条 スマートインターチェンジにおける料金徴収施設での高速道路等の料金の支

払いは、通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収の

ために必要な情報を適正に記録できる状態にあるＥＴＣカードに限るものとします。 

 

（ＥＴＣ専用のインターチェンジ等における料金の支払い） 

第２５条の２ ＥＴＣ専用のインターチェンジ等における料金徴収施設での高速道路等

の料金の支払いは、通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料

金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるＥＴＣカードに限るもの

とします。 

２ ＥＴＣシステムを利用しない利用者は、誤ってＥＴＣ専用のインターチェンジ等か

ら進入又は退出しようとした場合は、サポート車線において、当社の係員の指示に従

い通行券を受け取り、又は高速道路等の料金を料金精算機により支払い、若しくは後

日支払いする旨確約するものとします。ただし、供用約款第８条第１項に定めるその

他会社が定める車両の運転者である場合は、高速道路等の料金の取扱いについて当社

の係員の指示に従うものとします。 

３ 前項の定めにより高速道路等の料金を後日支払いする場合、後日支払いとなった料

金（以下「後日支払い料金」といいます。）等の請求のために、当社の係員は、利用者

の確認を行います。確認に際しては運転免許証等利用者の住所、氏名がわかる身分証

明書の提示及び撮影を求め、必要な事項を質問する場合があります。利用者は、当社

の係員からの求めに応じるとともに、質問に答えなければなりません。 

４ 利用者は、当社の係員が行う後日支払いについての案内に従い、当社が指定した納

入期限（以下「後日支払い納入期限」といいます。）までに、後日支払い料金の支払い

を行うものとします。 

５ 利用者が民法第７１５条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条

の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る後日支払い料金の支払いを

求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるもので

はありません。 

６ 後日支払い納入期限までに後日支払い料金の全部又は一部の支払いがない場合の取
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扱いは、第１９条の規定を準用します。その場合、「前条第３項」を「第２５条の２第

５項」に、「未納納入期限」を「後日支払い納入期限」に、「未納金」を「後日支払い

料金」に、「督促状による」を「督促状その他の方法による」に、それぞれ読み替える

ものとします。 

 

 

第４章  領収書等の発行 

 

（領収書等の発行） 

第２６条 当社は、料金徴収施設において、現金により高速道路等の料金の支払いを行

った利用者に対し、当該料金額の支払いを行ったことを証する領収書を発行します。 

２ 当社は、料金徴収施設において、クレジットカードにより高速道路等の料金の支払

いを行った利用者に対し、当該通行を証する利用証明書を発行します。 

３ 当社は、料金徴収施設において、ＥＴＣシステムによらず、ＥＴＣカードにより高

速道路等の料金の支払いを行った利用者に対し、ＥＴＣシステム利用規程に基づき、

当該通行を証する利用証明書を発行します。ただし、スマートインターチェンジ及び

ＥＴＣ専用のインターチェンジ等（料金精算機により支払いをした場合を除きます。）

においては、利用証明書を発行しません。 

４ 当社は、利用者が第１８条及び第２５条の２に定める納入方法のうち金融機関等へ

の振込により未納金、後日支払い料金、割増金、督促手数料又は延滞金を支払った場

合は、金融機関等から受領した支払いを証する書面又は電磁的記録をもって領収書に

代えるものとします。 

５ 当社は、第３項に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が定める

ＥＴＣ利用照会サービス利用規程に基づき、インターネットにより、利用証明書を発

行します。 

６ 当社は、料金徴収施設において、回数券及び第２４条に定める前売通行券により高

速道路等の料金の支払いを行った利用者に対しては、領収書及び利用証明書を発行し

ません。 

７ 領収書及び利用証明書は、いかなる場合であっても再発行しません。 

 

 

第５章 割引制度の適用 

 

（割引制度の適用） 

第２７条 法第２５条第１項の規定により当社が公告した高速道路の料金の割引制度の

適用にあたっては、当該公告及び次条から第３２条までに定めるところにより取扱い
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ます。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告及び次条から第３２条

までの定めにかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。 

一 第９条及び第１０条に定める利用の方法によらない場合 

二 第３３条に定める不正通行に該当する場合 

 

 

（回数券割引） 

第２８条 回数券割引の適用は、回数券毎に当社が定める利用約款等により取扱います。 

 

（障害者割引） 

第２９条 障害者割引の適用は、当社が定める案内書により取扱います。 

 

第３０条 削除 

 

（大口・多頻度割引） 

第３１条 大口・多頻度割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が定めるＥ

ＴＣコーポレートカード利用約款により取扱います。 

 

（マイレージ割引） 

第３２条 マイレージ割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が定めるＥＴ

Ｃマイレージサービス利用規約により取扱います。 

 

 

第６章 不正通行 

 

（不正通行の定義とその取扱い） 

第３３条 利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に

該当する行為を行った場合は、料金を不法に免れた者として、割増金を徴収するほか

刑法（明治４０年法律第４５号）その他の法令に違反していると認められるときは、

刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２３０条の規定により告訴又は同法第２

３９条第１項の規定により告発します。 

一 料金徴収施設で料金の全部若しくは一部を支払わずに、又は第２５条の２第２項

及び第３項に定める後日支払いの手続きを取らずに通行した場合（ただし、第１８

条の定めにより当社の係員が、後日、未納金として支払いを行うことを認めた場合

は除きます。） 

二 改ざん・偽造等された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は
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掲出した場合 

三 他の車両又は他の通行に対して交付された通行券又は車種区分証明書を当社の係

員に提出、提示又は掲出した場合 

四 無効となった通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した

場合 

五 改ざん・偽造等されたクレジットカード、ＥＴＣカード、又は回数券等（以下「カ

ード等」といいます。）を使用し、又は使用しようとした場合 

六 利用者が正当に使用する権限を有していないカード等を使用し、又は使用しよう

とした場合 

七 第７条第１項及び第２項の定めに基づき当社の係員が質問し、又は確認を求めた

とき、料金車種区分を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合 

八 第１３条第３項及び第１５条第３項の場合において、進入したインターチェンジ

等を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合 

九 第１９条第１項及び第２５条の２第６項による支払いの督促にもかかわらず、未

納金、後日支払い料金、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合 

十 供用約款第９条の規定に基づき当社の係員が行った車両の誘導及び確認その他の

職務上の指示に従わなかった場合 

十一 料金車種区分、利用した区間、支払手段等を偽った場合 

十二 利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として料金車種区分、

利用した区間、支払手段等を申告しなかった場合 

２ 供用約款第５条第１項に定める不法に免れた額は、次の各号の定めるところにより

算出します。 

一 出口料金徴収施設において、利用者が進入したインターチェンジ等を当社が認定

することができない場合は、当該出口料金徴収施設から最も高額の料金となるイン

ターチェンジ等から進入したものとした料金の額から当該出口料金徴収施設におい

て既に支払った金額を差し引いた額 

二 料金徴収施設において、利用者の車両の料金車種区分を確認することができない

場合は、当該料金徴収施設において確認できる範囲で最も高額となる料金車種区分

での料金の額から当該料金徴収施設において既に支払った金額を差し引いた額 

三 前項第５号及び第６号の場合は、使用し、又は使用しようとしたときの料金の額

と使用し、又は使用しようとしたカード等の券面又は当社の機械等で確認できる過

去の高速道路等の通行において不法に免れた料金の額の合算額 

 

第７章 特別な通行をした場合の料金 

 

第 1節  通行止めに伴う乗継調整等 



16 

 

 

（入口発券方式の高速道路における乗継の取扱い） 

第３４条 利用者が、入口発券方式の高速道路において、事故、異常気象、工事等によ

る高速道路の通行止めにより、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により

当社が指定したインターチェンジ等から退出した場合、当該通行止めがなければ退出

前の通行券を使用して通行できる高速道路等（この章において｢連続区間｣といいます。）

に乗り継ぐときには所定の料金調整（以下｢乗継調整｣といいます。）を行います。 

 

（乗継証明書の発行） 

第３５条 入口発券方式の高速道路において、通行止めにより当社が指定したインター

チェンジ等から退出し、連続区間に乗り継ごうとする利用者が当該インターチェンジ

等の出口料金徴収施設において当社の係員にその旨を申し出たときは、高速道路通行

止め乗継証明書（以下｢乗継証明書｣といいます。）を交付します。 

２ 利用者は、乗継証明書を濡らし、折り曲げ、汚損し、書き込みをする等の行為を行

ってはなりません。 

３ 利用者は、対価の有無にかかわらず乗継証明書を譲渡してはなりません。 

４ 利用者は、所要の料金調整を受けるためには、この規則及び乗継証明書に記載され

た事項を守らなければなりません。 

５ 乗継証明書は、いかなる場合であっても再交付はしません。 

６ 第１項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明書を

発行しません。 

 

（乗継証明書の提出） 

第３６条 乗継調整を受けようとする利用者は、連続区間に乗り継ぎ後、最初に料金を

支払う出口料金徴収施設において、当社の係員に通行券とともに乗継証明書を提出し

なければなりません。ただし、当該出口料金徴収施設に料金精算機が設置されている

場合は、利用者は、当社の係員の指示に従って、料金の支払いに先立ち、乗継証明書

及び通行券を所定の挿入口に乗継証明書、通行券の順に挿入しなければなりません。 

２ 前項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明書を利

用した乗継調整を受けることはできません。 

 

（乗継調整の範囲） 

第３７条 乗継調整は、乗継証明書の交付を受けた車両が、連続区間を順方向（当該通

行止めがなければ通行できる方向をいいます。以下同じです。）に乗り継いだ場合、乗

継証明書の交付１回につき１回に限り適用します。ただし、当社が連続区間の通行に

ついて、順方向以外に向けた通行を認めた場合は、当該順方向以外に向けた通行にお
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いても、乗継調整を行います。 

 

（単純支払方式の高速道路における乗継の取扱い） 

第３８条 利用者が、単純支払方式の高速道路において、事故、異常気象、工事等によ

る高速道路の通行止めにより、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により

当社が退出を指定したインターチェンジ等から退出したとき、退出前に通行していた

高速道路と同一の料金を設定している区間（以下「同一区間」といいます。）に乗り継

ぐ場合には退出前及び退出後の通行をあわせて１回の通行とみなした乗継措置（以下

｢乗継措置｣といいます。）を行います。 

 

（乗継券の発行） 

第３９条 単純支払方式の高速道路において、通行止めにより当社が指定したインター

チェンジ等から退出し、同一区間に乗り継ごうとする利用者が退出する直前の料金徴

収施設において当社の係員にその旨を申し出たときは、所定の乗継券（以下｢乗継券｣

といいます。）を交付し、又はそれに代わる措置を実施します。 

２ 利用者は、乗継券を濡らし、折り曲げ、汚損し、書き込みをする等の行為を行って

はなりません。 

３ 利用者は、対価の有無にかかわらず乗継券を譲渡してはなりません。 

４ 利用者は、乗継措置を受けるためには、この規則及び乗継券に記載された事項を守

らなければなりません。 

５ 乗継券は、いかなる場合であっても再交付はしません。 

 

（乗継券の提出） 

第４０条 乗継措置を受けようとする利用者で、前条の定めにより乗継券を交付された

利用者は、同一区間に乗り継ぎ後、最初に料金を支払う料金徴収施設において、当社

の係員に乗継券を提出しなければなりません。ただし、当該料金徴収施設に料金精算

機が設置されている場合は、利用者は、当社の係員の指示に従って、乗継券を提出し

なければなりません。 

 

（乗継措置の範囲） 

第４１条 乗継措置は、乗継券の交付を受けた車両が、同一区間を順方向に乗り継いだ

場合、乗継券の交付１回につき１回に限り適用します。ただし、当社が同一区間の通

行について、反対方向の通行を認めた場合は、当該反対方向の通行においても、乗継

措置を行います。 

２ 単純支払方式の高速道路において、第３９条に定める乗継券の交付若しくはそれに

代わる措置を開始する以前に当該乗継券を交付若しくはそれに代わる措置を実施する
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料金徴収施設を通過したため、乗継券の交付若しくはそれに代わる措置の案内を受け

られなかった利用者又は第３９条の定めにより当社が乗継券の交付に代わる措置を案

内した利用者にあっては、通行止めにより当社が指定したインターチェンジ等から退

出し、同一区間に乗り継いだ直後の料金徴収施設において、乗継措置に必要な事項を

確認できた場合は、乗継券の提出があったものとみなして乗継措置を適用します。 

 

（乗継証明書等の無効） 

第４２条 次の各号に掲げる場合は、乗継証明書及び乗継券（以下「乗継証明書等」と

いいます。）を無効として回収し、第３４条及び第３８条の適用はしません。 

一 乗継証明書等の記載事項が汚損等により不明となった場合 

二 乗継証明書等を改ざん等した場合 

三 乗継証明書等を交付された車両以外の車両に使用し、又は使用しようとした場合 

四 乗継証明書等の裏面記載事項及び第３６条第１項のただし書きに記載された事項

を守らなかった場合 

五 乗継証明書等の有効期限が過ぎている場合 

 

（ＥＴＣシステムの利用者の乗継調整等） 

第４３条 ＥＴＣシステムを利用して通行する利用者は、ＥＴＣシステムの無線通信等

により所定の条件を満たした乗り継ぎを行った場合は、乗継証明書等の交付を受ける

ことなく、乗継調整及び乗継措置の適用を受けることができます。 

 

第２節  インターチェンジ等の間で中断した走行 

 

（当社の指示により中断した場合の料金） 

第４４条 入口発券方式の高速道路において、当社の指示により通行を中断してインタ

ーチェンジ等の間で退出する場合の高速道路等の料金は、進入したインターチェンジ

等から、進行方向に対して当該退出した箇所より進入したインターチェンジ等の方向

にある直近のインターチェンジ等までの料金とします。 

 

（当社の指示によらず中断又は開始した場合の料金） 

第４５条 入口発券方式の高速道路において、当社の指示によらないでインターチェン

ジ等の間で通行を中断し、又は開始した場合の高速道路等の料金は、次の各号に定め

る料金とします。 

一 インターチェンジ等の間で通行を中断した場合は、進入したインターチェンジ等

から、進行方向に対して当該中断した箇所より進行方向にある直近のインターチェ

ンジ等までの料金 
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二 インターチェンジ等の間で通行を開始した場合は、当該開始した箇所より進行方

向と逆にある直近のインターチェンジ等から、退出したインターチェンジ等までの

料金 

 

第３節  インターチェンジ等の間で車種が変更された車両の料金 

 

（インターチェンジ等の間で車種が変更された場合の料金） 

第４６条 入口発券方式の高速道路において、車両がインターチェンジ等の間で、被け

ん引車との連結等により料金車種区分が変更された場合は、当該被けん引車と連結等

した箇所より進行方向と逆にある直近のインターチェンジ等から変更して通行したも

のとみなし、切り離し等により料金車種区分が変更された場合は、当該被けん引車を

切り離し等した箇所より進行方向にあるインターチェンジ等まで変更以前の車種で通

行したものとみなした料金とします。 

２ その他の事情により、インターチェンジ等の間で料金車種区分が異なる場合は、前

項を準用して取扱います。 

 

第４節  インターチェンジ等の間で転回した車両（入口発券方式の高速道路） 

 

（当社の指示によるインターチェンジ等の間での転回） 

第４７条 入口発券方式の高速道路において、通行止めその他の理由で当社の指示によ

り本線上で転回する場合に出口料金徴収施設で支払う料金は、進入インターチェンジ

等から、退出するインターチェンジ等までの料金とします。 

 

（利用者の事情による転回） 

第４８条 入口発券方式の高速道路において、タイヤチェーンの不保持その他利用者の

事情により本線上で転回する場合は、当社は利用者が退出するインターチェンジ等（本

条において「指定インターチェンジ等」といいます。）を指定します。 

２ 前項の場合において、指定インターチェンジ等で退出した場合の料金は、転回前の

進入インターチェンジ等から、指定インターチェンジ等までの料金とし、指定インタ

ーチェンジ等で退出せずに他のインターチェンジ等で退出した場合の料金は、転回前

の進入インターチェンジ等から、指定インターチェンジ等までの料金と、指定インタ

ーチェンジ等から、退出したインターチェンジ等までの料金の合算額とします。 

 

第５節  インターチェンジ等の内側での転回 

 

（インターチェンジ等の内側での転回） 
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第４９条 入口発券方式の高速道路において、出口料金徴収施設を通過することなくイ

ンターチェンジ等の内側で転回し、再度本線に進入した場合の料金は、転回したイン

ターチェンジ等で退出し、再度当該インターチェンジ等から進入したものとみなし、

進入したインターチェンジ等から転回したインターチェンジ等までの料金と転回した

インターチェンジ等から退出したインターチェンジ等までの料金の合算額とします。 

 

（当社の指示等によるインターチェンジ等での転回） 

第５０条 前条の規定にかかわらず、通行止めその他の理由により当社が指定したイン

ターチェンジ等から退出した場合において、利用者が進入したインターチェンジ等に

引き返すことを希望し、当社の係員の指示によりインターチェンジ等の内側又は外側

で転回することができる場合、最後に退出したインターチェンジ等の出口料金徴収施

設で支払う料金は、進入したインターチェンジ等から最後に退出したインターチェン

ジ等までの料金とします。 

 

第６節  インターチェンジ等の間での転回（単純支払方式の道路） 

 

（インターチェンジ等間での転回） 

第５１条 単純支払方式の高速道路において、通行止めその他の理由により当社の指示

により本線上で転回する場合は、当社は、退出するインターチェンジ等を指定した上

で、利用者に特別転回証明書を交付します。ただし、転回する車両に対して次項の処

理を行う場合において他の車両と区別できるときは、交付しません。 

２ 利用者が指定されたインターチェンジ等から退出した（前項で特別転回証明書の交

付を受けている場合は、当該証明書を提示又は提出した）場合において、当該利用者

がすでに当該通行区間の料金を支払っているときは、払戻しを行います。なお、当該

通行区間の料金を支払っていないときは、当該指定された料金徴収施設で料金を支払

うことなく通過できます。 

 

第７節  周回した場合の走行 

 

（周回した場合の走行） 

第５２条 入口発券方式の高速道路において、進入したインターチェンジ等から退出す

るインターチェンジ等までの間に周回走行を含む場合は、進入したインターチェンジ

等から周回して重複する地点に戻るまでを１回の走行とみなし、当該重複する地点か

ら退出するインターチェンジ等までは別の走行と取扱います。 

 

第８章 補則 
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（当社の係員の指示） 

第５３条 料金所における供用約款第９条に規定する当社の係員の指示は、口頭、看板、

信号灯、案内板、旗等を用いて行います。 

２ 当社の係員の指示に従わず、当社又は他の会社等に何らかの損害を発生させた場合

は、利用者はその損害を賠償しなければなりません。 

３ 当社の係員の指示に従わず、利用者に何らかの損害又は不利益が発生した場合、当

社はその責任を負いません。 

 

（利用者からの申し出） 

第５４条 利用者は、次の各号に該当する通行をしたときは、料金徴収施設において、

その旨を当社の係員に申し出なければなりません。 

一 入口料金徴収施設又は単純支払方式の高速道路の料金徴収施設において、当社の

事情により、ＥＴＣシステムを利用して無線通信による通行ができなかった場合で、

法第２５条第１項の規定により当社が公告した高速道路の料金の割引制度の適用を

受けようとするとき。ただし、第２８条から第３２条までに定める割引制度は除きま

す。 

二 第４５条に定めるインターチェンジ等の間で通行を中断し、又は開始したとき。 

三 第４６条第１項及び第２項に定めるインターチェンジ等の間で車種を変更したと

き。 

四 第４９条に定めるインターチェンジ等の内側で転回したとき。 

五 第５２条に定める周回走行をしたとき。 

六 進入したインターチェンジ等から退出するインターチェンジ等までの間に経路が

複数ある場合で、最も短い経路の距離の２倍を超える経路を通行したとき。 

 

（事後の修正申し出に対する免責） 

第５５条 当社は、領収書等が証する事項に対し過誤があることを利用者が証明できた

場合、又は当社が保有する記録等により過誤であることが確認できた場合は、証明さ

れた事実に基づく料金と徴収した料金の差額を精算します。 

２ 利用者は、前項の払戻しの事由が発生した日の翌日から起算して１年を経過したと

きは、これを請求できません。 

３ 払戻しの額は、実際に支払った額を限度とします。 

 

（返還等の方法） 

第５６条 第１３条第４項、第１５条第４項、第５１条第２項及び前条第１項に定める

差額の返還又は払戻しは、当該通行における支払手段毎に次のとおり取扱います。 
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一 現金 当該額を現金により取扱います。 

二 クレジットカード 当該額の請求の修正を行います。 

三 ＥＴＣカード 当該額の請求の修正を行います。 

四 回数券 当該通行に際して使用した回数券と同等の回数券を返却します。 

五 第２４条に定める前売通行券 当該通行に際して使用した前売通行券の補助券等

を返却します。 

六 第１８条第１項に定める未納金及び第２５条の２第２項に定める後日支払い料金 

当該額を現金により取扱います。 

 

（通行する車両の撮影） 

第５７条 当社は、第２７条に定める割引制度を適用すること、第３３条に定める不正

通行を防止し適正な料金を徴収することその他高速道路の適正な利用に資することを

目的として、料金徴収施設又は第９条第２項第二号に定める料金徴収施設以外の箇所

に設置された「ＥＴＣ」の表示があるＥＴＣ通信施設に画像撮影装置を設置した上で

通行する車両を撮影し、その画像（車両登録番号及び利用者の容貌を含みます。）を利

用することがあります。 

 

（個人情報の取扱い） 

第５８条 当社がこの規則に基づき収集した個人情報は、当社が定める個人情報保護に

関する基本方針にしたがって、適切に取扱います。 

 

（規則の改正） 

第５９条 当社は、この規則を改正する場合、この規則を改正する旨及び改正後の規則

の内容並びにその効力発生日（以下「改正内容等」という。）を当社のホームページに

掲示し、改正内容等を記載した書面又は記録した電磁的記録を料金所事務室に備え付け、

周知します。 

２ 前項により掲示し、周知した効力発生日以降は、改正後の規定を適用します。ただ

し、当該掲示によりこれと異なる規定を行った場合は、当該規定により適用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

令和７年１１月９日 東日本高速道路株式会社 

 


